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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
九
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百

十
四
条
、
第
百
十
七
条
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

二
年
度
自
衛
官
候
補
生
並
び
に
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空

士
と
し
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
募
集
に
係
る
受
付
期
間
、
受
付
場
所

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

採
用
種
目

㈠

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
及
び
女
子
）

㈡

一
般
曹
候
補
生
（
男
子
及
び
女
子
）

※

入
隊
と
同
時
に
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
又
は
二
等
空
士
と
し

て
採
用
さ
れ
る
。

㈢

航
空
学
生
（
男
子
及
び
女
子
）

※

入
隊
と
同
時
に
二
等
海
士
又
は
二
等
空
士
と
し
て
採
用
さ
れ

る
。

二

応
募
資
格

㈠

自
衛
官
候
補
生

十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
（
た

だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
一
日
か

ら
起
算
し
て
三
月
に
達
す
る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、
三
十
三

歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

㈡

一
般
曹
候
補
生

十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
（
た

だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現

在
、
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

㈢

航
空
学
生

ア

海
上
自
衛
隊

令
和
三
年
四
月
一
日
現
在
、
十
八
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満

の
者
（
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
卒
業
見
込
み
の
者
を
含

む
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
三
年
次
を
修
了
し
た
者
（
修
了

見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
で
日
本
国
籍
を
有
す

る
者

イ

航
空
自
衛
隊

令
和
三
年
四
月
一
日
現
在
、
十
八
歳
以
上
二
十
一
歳
未
満

の
者
（
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
卒
業
見
込
み
の
者
を
含

む
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
三
年
次
を
修
了
し
た
者
（
修
了

見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
で
日
本
国
籍
を
有
す

る
者

三

受
付
期
間

㈠

自
衛
官
候
補
生

通
年
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
出
張
所
等
に
問
い
合

わ
せ
る
こ
と
。

㈡

一
般
曹
候
補
生

令
和
二
年
七
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
十
日
（
木

曜
日
）
ま
で
（
締
切
日
必
着
）

㈢

航
空
学
生

令
和
二
年
七
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
十
日
（
木

曜
日
）
ま
で
（
締
切
日
必
着
）

四

試
験
期
日
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㈠

自
衛
官
候
補
生

ア

令
和
二
年
七
月
二
十
三
日
（
木
曜
日
）
（
男
子
及
び
女

子
）

イ

同
年
九
月
十
五
日
（
火
曜
日
）
（
男
子
）

ウ

同
月
十
六
日
（
水
曜
日
）
（
男
子
）

エ

同
月
十
七
日
（
木
曜
日
）
（
男
子
及
び
女
子
）

オ

同
月
二
十
六
日
（
土
曜
日
）
（
男
子
）

カ

同
月
二
十
七
日
（
日
曜
日
）
（
男
子
）

キ

同
年
十
月
十
七
日
（
土
曜
日
）
（
男
子
及
び
女
子
）

ク

同
年
十
一
月
十
五
日
（
日
曜
日
）
（
男
子
及
び
女
子
）

ケ

同
年
十
二
月
五
日
（
土
曜
日
）
（
男
子
及
び
女
子
）

コ

同
月
六
日
（
日
曜
日
）
（
男
子
及
び
女
子
）

サ

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
（
日
曜
日
）
（
男
子
及
び
女

子
）

シ

同
年
二
月
十
四
日
（
日
曜
日
）
（
男
子
）

ス

同
月
二
十
七
日
（
土
曜
日
）
（
男
子
）

セ

同
年
三
月
七
日
（
日
曜
日
）
（
男
子
及
び
女
子
）

㈡

一
般
曹
候
補
生

ア

一
次
試
験

令
和
二
年
九
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日

（
日
曜
日
）
ま
で
の
う
ち
の
一
日

イ

二
次
試
験

令
和
二
年
十
月
九
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
水

曜
日
）
ま
で
の
う
ち
の
一
日

㈢

航
空
学
生

ア

一
次
試
験

令
和
二
年
九
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）

イ

二
次
試
験

令
和
二
年
十
月
十
七
日
（
土
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日

（
木
曜
日
）
ま
で
の
う
ち
の
一
日

ウ

三
次
試
験

ア

海
上
自
衛
隊

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二

月
十
六
日
（
水
曜
日
）
ま
で
の
う
ち
の
一
日

イ

航
空
自
衛
隊

令
和
二
年
十
一
月
十
四
日
（
土
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二

月
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で

五

試
験
場

東
京
都
等
に
所
在
す
る
自
衛
隊
施
設
等
で
実
施

六

受
付
場
所

別
表
の
出
張
所
等
又
は
区
市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場

七

受
付
時
間

㈠

別
表
の
出
張
所
等

ア

平
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

イ

休
日
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

㈡

区
市
役
所
又
は
町
村
役
場

区
市
役
所
又
は
町
村
役
場
の
所
轄
課
の
執
務
時
間
内

別
表出

張
所
等
の
名
称

位

置

電
話
番
号

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
募
集
課

新
宿
区
市
谷
本
村
町

十
番
一
号

〇
三
（
三
二
六
〇
）

〇
五
四
三

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
港
出
張
所

港
区
西
新
橋
一
丁
目

六
番
十
三
号

柏
屋

ビ
ル
四
階

〇
三
（
三
五
九
一
）

五
一
〇
一

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
大
田
出
張
所

大
田
区
西
蒲
田
七
丁

目
一
番
六
号

谷
口

ビ
ル
三
階

〇
三
（
三
七
三
六
）

四
二
七
一

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
世
田
谷
募
集

案
内
所

世
田
谷
区
太
子
堂
二

丁
目
十
二
番
二
号

Ｔ－

ｏ
ｎ
ｅ
世
田
谷

ビ
ル
二
階

〇
三
（
三
四
一
二
）

六
〇
三
九

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
代
々
木
募
集

案
内
所

渋
谷
区
代
々
木
一
丁

目
四
十
一
番
九
号

Ｄ
Ｍ
Ｋ
代
々
木
ビ
ル

二
階

〇
三
（
三
三
七
四
）

二
二
〇
三

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
五
反
田
募
集

案
内
所

品
川
区
東
五
反
田
四

丁
目
十
番
十
二
号

共
進
ビ
ル
二
階

〇
三
（
三
四
四
五
）

七
七
四
七

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
豊
島
出
張
所

豊
島
区
西
池
袋
一
丁

目
十
八
番
一
号

五

光
ビ
ル
五
階

〇
三
（
三
九
八
二
）

七
〇
七
五

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
北
地
域
事
務

所

北
区
赤
羽
西
一
丁
目

三
十
七
番
二
号

ジ

ェ
ラ
ー
ル
五
階

〇
三
（
三
九
〇
〇
）

八
四
一
一

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
練
馬
地
域
事

務
所

練
馬
区
豊
玉
北
六
丁

目
三
番
三
号

第
八

平
和
ビ
ル
四
〇
三

〇
三
（
三
九
九
一
）

八
九
二
一

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
高
円
寺
募
集

案
内
所

杉
並
区
高
円
寺
南
四

丁
目
二
十
七
番
十
号

佐
野
ビ
ル
六
階

〇
三
（
三
三
一
八
）

〇
八
一
八

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
江
東
出
張
所

江
東
区
亀
戸
一
丁
目

八
番
九
号

岩
上
ビ

ル
二
階

〇
三
（
三
六
八
五
）

二
〇
〇
二

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
台
東
出
張
所

台
東
区
東
上
野
三
丁

目
十
七
番
八
号

大

野
屋
ビ
ル
二
階

〇
三
（
三
八
三
一
）

三
五
五
五

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
足
立
地
域
事

務
所

足
立
区
千
住
中
居
町

三
十
三
番
三
号

大

橋
ビ
ル
一
階

〇
三
（
三
八
八
二
）

八
八
三
一

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
新
小
岩
募
集

案
内
所

葛
飾
区
東
新
小
岩
一

丁
目
三
番
四
号

塚

原
ビ
ル
三
階

〇
三
（
三
六
九
六
）

三
五
三
七

自
衛
隊
東
京
地
方
協

立
川
市
緑
町
四
番
地

〇
四
二
（
五
二
四
）
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力
本
部
立
川
出
張
所

の
二

立
川
地
方
合

同
庁
舎
二
階

〇
五
三
八

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
西
東
京
地
域

事
務
所

西
東
京
市
田
無
町
四

丁
目
二
十
八
番
十
三

号

お
ん
べ
ビ
ル
五

階

〇
四
二
（
四
六
三
）

一
九
八
一

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
八
王
子
地
域

事
務
所

八
王
子
市
東
町
一
番

六
号

橋
完
Ｌ
Ｋ
ビ

ル
三
階

〇
四
二
（
六
四
五
）

八
〇
五
〇

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
町
田
募
集
案

内
所

町
田
市
原
町
田
五
丁

目
九
番
十
五
号

永

和
ビ
ル
二
階

〇
四
二
（
七
二
三
）

一
一
八
六

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
福
生
募
集
案

内
所

福
生
市
本
町
百
四
十

二
番
地

マ
サ
ビ
ル

Ｂ
館
二
階

〇
四
二
（
五
五
一
）

四
七
二
五

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
国
分
寺
募
集

案
内
所

国
分
寺
市
南
町
三
丁

目
十
一
番
十
八
号

サ
ン
ス
ク
エ
ア
ビ
ル

一
階

〇
四
二
（
三
二
四
）

一
〇
一
〇

自
衛
隊
東
京
地
方
協

力
本
部
府
中
分
駐
所

府
中
市
浅
間
町
一
丁

目
五
番
地
五

府
中

基
地
内

〇
四
二
（
三
六
五
）

五
〇
一
一

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
号

東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
二
十

号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
告
示
す

る
。

令
和
二
年
七
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

委
託
し
た
相
手
方

㈠

名
称

株
式
会
社
ア
ク
ト
・
テ
ク
ニ
カ
ル
サ
ポ
ー
ト

㈡

所
在
地

港
区
赤
坂
四
丁
目
一
番
三
十
三
号

二

委
託
期
間

令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
矢
口
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、

一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び

に
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和2年7月1日（水曜日）東 京 都 公 報（第17126号） ４

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
東
京
都
告
示
第
千
七
百
十

六
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
新
宿
区
市
谷
鷹
匠

町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17126号）東 京 都 公 報令和2年7月1日（水曜日）５

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
七
十
四
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
宮
元

町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和2年7月1日（水曜日）東 京 都 公 報（第17126号） ６

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
四
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
虎
ノ
門
一
丁

目
及
び
虎
ノ
門
二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の

ひ

化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17126号）東 京 都 公 報令和2年7月1日（水曜日）７

告

示
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
４
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
２５２条

の
３２第

２
項

の
規
定
に
よ
り
、
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
７
月
１
日

東
京
都
監
査
委
員

大
津

ひ
ろ
子

東
京
都
監
査
委
員

高
橋

信
博

東
京
都
監
査
委
員

茂
垣

之
雄

東
京
都
監
査
委
員

岩
田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松
本

正
一
郎

１
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び

住
所氏

名
住

所

白
山

真
一

文
京
区
水
道
二
丁
目
１５番

７
－
３０８号

豊
島

成
彦

江
東
区
亀
戸
五
丁
目
１７番

４
号

塩
塚

正
康

福
岡
県
久
留
米
市
花
畑
一
丁
目
２０番

地
１

サ
ン

リ
ヤ
ン
花
畑
駅
南
５０１号

作
本

遠
江
東
区
大
島
一
丁
目
８
番
２３－

１００３号

林
伸
一

愛
知
県
弥
富
市
鯏
浦
町
上
六
４６番

地
１０

内
野

恵
美

練
馬
区
豊
玉
中
二
丁
目
１０番

８
号

フ
ァ
ミ
ー
ユ

豊
玉
５０１号

室

松
永

好
司

文
京
区
小
日
向
一
丁
目
２４番

１０号
ジ
ュ
ネ
ス
小

日
向

栁
原

匠
巳

神
奈
川
県
横
浜
市
港
南
区
港
南
台
三
丁
目
１３番

１０
号

山
崎

愛
子

目
黒
区
自
由
が
丘
二
丁
目
４
番
８
号

２
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
当
該
事
務



令和2年7月1日（水曜日）東 京 都 公 報（第17126号） ８
を
補
助
で
き
る
期
間

令
和
２
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
３１日

ま
で

公

告

都
市
計
画
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項

及
び
東
京
都
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則

第
百
四
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
都
市
計
画
の
案
に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
規
則
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
係
る
地
域
の
住
民
そ
の
他
の
利
害

関
係
者
で
意
見
を
有
す
る
も
の
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
公
述
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
七
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
案
の
内
容
及
び
対
象
区
域

都
市
計
画
の
案
の
内
容

対

象

区

域

東
京
都
各
都
市
計
画
区
域
の

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方

針
に
関
す
る
都
市
計
画
変
更

の
東
京
都
原
案

特
別
区
、
市
、
瑞
穂
町
、
日
の

出
町
、
大
島
町
、
八
丈
町
の
う

ち
八
丈
島
の
全
域
、
三
宅
村
の

う
ち
三
宅
島
の
全
域
、
神
津
島

村
の
う
ち
神
津
島
の
全
域
、
新

島
村
の
う
ち
新
島
の
全
域
並
び

に
小
笠
原
村
の
う
ち
父
島
及
び

母
島
の
全
域

東
京
都
市
計
画
、
八
王
子
都

市
計
画
、
立
川
都
市
計
画
、

武
蔵
野
都
市
計
画
、
三
鷹
都

市
計
画
、
府
中
都
市
計
画
、

調
布
都
市
計
画
、
青
梅
都
市

計
画
、
町
田
都
市
計
画
、
小

金
井
都
市
計
画
、
日
野
都
市

特
別
区
、
八
王
子
市
、
立
川
市
、

東
大
和
市
、
武
蔵
村
山
市
、
武

蔵
野
市
、
三
鷹
市
、
府
中
市
、

調
布
市
、
狛
江
市
、
青
梅
市
、

町
田
市
、
小
金
井
市
、
日
野
市
、

小
平
市
、
国
分
寺
市
、
東
村
山

市
、
東
久
留
米
市
、
国
立
市
、

計
画
、
小
平
都
市
計
画
、
国

分
寺
都
市
計
画
、
東
村
山
都

市
計
画
、
国
立
都
市
計
画
、

西
東
京
都
市
計
画
、
福
生
都

市
計
画
及
び
多
摩
都
市
計
画

都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す

る
都
市
計
画
変
更
の
東
京
都

原
案

西
東
京
市
、
福
生
市
及
び
多
摩

市

二

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
公
述
申
出
書
の
配
布
場
所

㈠

東
京
都
各
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

に
関
す
る
都
市
計
画
変
更
の
東
京
都
原
案

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
（
東

京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北
側
）
並
び
に
大
島
支
庁
、
八
丈

支
庁
及
び
小
笠
原
支
庁
の
各
土
木
課
、
三
宅
支
庁
土
木
港
湾
課

及
び
小
笠
原
支
庁
母
島
出
張
所
並
び
に
関
係
区
市
町
村
都
市
計

画
主
管
課

㈡

東
京
都
市
計
画
、
八
王
子
都
市
計
画
、
立
川
都
市
計
画
、
武

蔵
野
都
市
計
画
、
三
鷹
都
市
計
画
、
府
中
都
市
計
画
、
調
布
都

市
計
画
、
青
梅
都
市
計
画
、
町
田
都
市
計
画
、
小
金
井
都
市
計

画
、
日
野
都
市
計
画
、
小
平
都
市
計
画
、
国
分
寺
都
市
計
画
、

東
村
山
都
市
計
画
、
国
立
都
市
計
画
、
西
東
京
都
市
計
画
、
福

生
都
市
計
画
及
び
多
摩
都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す

る
都
市
計
画
変
更
の
東
京
都
原
案

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
（
東

京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北
側
）
及
び
関
係
区
市
都
市
計
画

主
管
課

三

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
十
五
日
（
水
曜
日
）
ま
で

四

公
聴
会
の
開
催
日
時
、
場
所
、
対
象
都
市
計
画
区
域
及
び
関
係

区
市
町
村

別
表
の
と
お
り

五

公
述
人
の
数
及
び
公
述
時
間

㈠

公
述
人
の
数
の
上
限
は
、
各
回
と
も
十
人
程
度
と
す
る
。

㈡

一
人
当
た
り
の
公
述
時
間
は
、
十
分
以
内
と
す
る
。

六

公
述
申
出
の
方
法
等

㈠

公
述
申
出
の
方
法

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
述
申

出
書
を
令
和
二
年
七
月
一
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
十
五
日

（
水
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
等
に
よ
る
場
合
は
必
着
の
こ
と
。
窓

口
に
提
出
す
る
場
合
は
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）
に
提

出
す
る
こ
と
。

㈡

公
述
申
出
書
の
提
出
先

ア

東
京
都
各
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方

針
に
関
す
る
都
市
計
画
変
更
の
東
京
都
原
案

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課

（
郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北
側
）
並
び
に

大
島
支
庁
（
郵
便
番
号
一
〇
〇－

〇
一
〇
一

大
島
町
元
町

字
オ
ン
ダ
シ
二
百
二
十
二
番
一
）
、
八
丈
支
庁
（
郵
便
番
号

一
〇
〇－

一
四
九
二

八
丈
町
大
賀
郷
二
千
四
百
六
十
六
番

地
二
）
及
び
小
笠
原
支
庁
（
郵
便
番
号
一
〇
〇－

二
一
〇
一

小
笠
原
村
父
島
字
西
町
）
の
各
土
木
課
並
び
に
三
宅
支
庁

（
郵
便
番
号
一
〇
〇－

一
一
〇
二

三
宅
村
伊
豆
六
百
四
十

二
番
地
）
土
木
港
湾
課

イ

東
京
都
市
計
画
、
八
王
子
都
市
計
画
、
立
川
都
市
計
画
、

武
蔵
野
都
市
計
画
、
三
鷹
都
市
計
画
、
府
中
都
市
計
画
、
調

布
都
市
計
画
、
青
梅
都
市
計
画
、
町
田
都
市
計
画
、
小
金
井
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都
市
計
画
、
日
野
都
市
計
画
、
小
平
都
市
計
画
、
国
分
寺
都

市
計
画
、
東
村
山
都
市
計
画
、
国
立
都
市
計
画
、
西
東
京
都

市
計
画
、
福
生
都
市
計
画
及
び
多
摩
都
市
計
画
都
市
再
開
発

の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
変
更
の
東
京
都
原
案

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課

（
郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北
側
）

七

公
述
人
の
選
定

公
述
を
申
し
出
た
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
に
は
、
規
則
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
述
人
を
選
定
し
、
そ
の
結
果
は
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
出
者
に
通
知
す
る
。

八

傍
聴
の
方
法

傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
公
聴
会
会
場
に
て
、
先
着
順
に
入
場

で
き
る
。

九

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
（
郵
便

番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北
側

電
話
番
号
〇
三
（
五
三
八

八
）
三
二
二
五
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開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

あ
き
る
野
市
二
宮
字
北
分
二
千
三

百
二
十
八
番
二
、
二
千
三
百
三
十

番
二
、
同
番
三
、
二
千
三
百
三
十

一
番
二
、
同
番
六
、
同
番
七
、
同

番
九
及
び
同
番
十
二

青
梅
市
藤
橋
一
丁
目
四
百
十
七

番
地
十
九

有
限
会
社
大
野
ハ
ウ
ジ
ン
グ

取
締
役

澤
田

亮

あ
き
る
野
市
草
花
字
草
花
前
千
三

百
八
十
六
番
一
、
同
番
七
及
び
同

番
八

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

昭
島
市
郷
地
町
二
丁
目
六
百
六
十

五
番
の
一
部

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

指
定
代
理
納
付
者
の
社
名
変
更
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
第
六
項
の
指
定
代
理
納
付
者
に
指
定
し
た
者
の
社
名
変
更

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
七
月
一
日

東
京
都
水
道
局
長

中

嶋

正

宏

一

変
更
前
の
社
名

株
式
会
社
セ
デ
ィ
ナ

二

変
更
後
の
社
名

Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

令
和
２
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
（
追
加
）
及

び
消
防
設
備
士
講
習
（
追
加
）
の
実
施
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

）
第
１３条

の
２３に

規
定
す
る

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
及
び
同
法
第
１７条

の
１０に

規
定
す
る
消
防

設
備
士
講
習
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
２
年
７
月
１
日東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

１
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
の
実
施
場
所
、
区
分
及
び
実
施
日

⑴
東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

区
分

実
施

日

第
１

給
油
取
扱
所

令
和
３
年
３
月
１４日

⑵
東
京
消
防
庁
消
防
技
術
安
全
所

渋
谷
区
幡
ケ
谷
一
丁
目
１３番

２０号

区
分

実
施

日

第
１

給
油
取
扱
所

令
和
２
年
９
月
５
日

第
２

製
造

所
一
般
取
扱
所

第
３

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

移
送
取
扱
所

第
４

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
内
貯
蔵
所

第
５

簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
貯
蔵
所

販
売
取
扱
所

２
消
防
設
備
士
講
習
の
実
施
場
所
、
区
分
及
び
実
施
日

東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

区
分

実
施

日

特
殊
消
防

用
設
備
等

甲
種
特
類

令
和
２
年
７
月
３０日

消
火
設
備

甲
種
第
１
類

甲
種
第
２
類

甲
種
第
３
類

乙
種
第
１
類

乙
種
第
２
類

乙
種
第
３
類

令
和
３
年
２
月
１４日

警
報
設
備

甲
種
第
４
類

乙
種
第
４
類

乙
種
第
７
類

令
和
２
年
９
月
１９日

同
年

１１月
２９日

避
難
設
備

・
消
火
器

甲
種
第
５
類

乙
種
第
５
類

乙
種
第
６
類

令
和
２
年
１０月

４
日

３
受
講
申
請
の
受
付
場
所
、
受
付
時
間
及
び
受
付
期
間

⑴
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
受
付
時
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
期
間

各
講
習
日
の
７
日
前
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例

（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
１０号

）
に
定
め
る
休
日
（
以
下

「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
各
講
習
日
の
受
付
期
間
の
最
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終
日
が
休
日
の
場
合
は
、
直
後
の
休
日
以
外
の
日
ま
で
）

な
お
、
各
講
習
の
受
講
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

４
問
合
せ
先

⑴
東
京
消
防
庁
火
災
予
防
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
電
話
０３―３２５３―

０１１９）

⑵
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑶
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

５
そ
の
他

受
講
申
請
用
の
書
類
は
、
受
付
場
所
で
配
布
す
る
。

令
和
２
年
度
防
火
管
理
講
習
（
追
加
）
及
び
防
災
管

理
講
習
（
追
加
）
の
実
施
に
つ
い
て

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
３６年

政
令
第
３７号

）
第
３
条
第
１
項
第
１

号
イ
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
講
習
及
び
同
項
第
２
号
イ
に
規
定

す
る
乙
種
防
火
管
理
講
習
並
び
に
第
４７条

第
１
項
第
１
号
に
規
定
す

る
防
災
管
理
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
２
年
７
月
１
日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

安
藤

俊
雄

１
講
習
の
区
分

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て

実
施
す
る
講
習
（
以
下
「
防
火
・
防
災
管
理
新
規
講
習
」
と
い

う
。
）
、
防
災
管
理
新
規
講
習
、
乙
種
防
火
管
理
講
習
、
甲
種
防

火
管
理
再
講
習
及
び
防
災
管
理
再
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
講
習

（
以
下
「
防
火
・
防
災
管
理
再
講
習
」
と
い
う
。
）
並
び
に
甲
種

防
火
管
理
再
講
習

２
各
講
習
の
実
施
場
所
及
び
実
施
日

⑴
東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

ア
防
火
・
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習

の
実

施
日

令
和
２
年
７
月

４
日

５
日

２７日
２８日

２８日
２９日

同
年

８
月

３
日

４
日

２４日
２５日

２５日
２６日

同
年

９
月

１９日
２０日

２６日
２７日

同
年

１０月
９
日

１０日

同
年

１１月
７
日

８
日

な
お
、
上
記
講
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
日
間
に
わ
た
っ
て
行

う
。

イ
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
２
年
７
月

１０日

同
年

８
月

１６日

ウ
乙
種
防
火
管
理
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
２
年
８
月

５
日

１６日

同
年

１０月
２６日

同
年

１２月
１２日

２２日

エ
防
火
・
防
災
管
理
再
講
習

講
習

の
実

施
日

令
和
２
年
９
月

１７日

同
年

１２月
５
日

１３日
２０日

オ
甲
種
防
火
管
理
再
講
習

講
習

の
実

施
日

令
和
２
年
１２月

７
日

１４日
２１日

⑵
東
京
消
防
庁
立
川
都
民
防
災
教
育
セ
ン
タ
ー

立
川
市
泉
町
１１５６番

地
の
１

ア
防
火
・
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
２
年
８
月

２４日
２５日

同
年

９
月

４
日

５
日

な
お
、
上
記
講
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
日
間
に
わ
た
っ
て
行

う
。

イ
防
災
管
理
新
規
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
２
年
９
月

２３日

ウ
乙
種
防
火
管
理
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
２
年
８
月

７
日

同
年

９
月

１１日

エ
防
火
・
防
災
管
理
再
講
習
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講
習
の
実
施
日

令
和
２
年
１２月

７
日

１４日

オ
甲
種
防
火
管
理
再
講
習

講
習
の
実
施
日

令
和
２
年
１２月

１６日
２３日

３
受
講
申
請
の
受
付
場
所
、
受
付
時
間
及
び
受
付
期
間

⑴
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
受
付
時
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
期
間

各
講
習
開
始
日
の
前
日
午
後
３
時
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
１０号

）
に
定
め
る
休

日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
各
講
習
日
の
受
付

期
間
の
最
終
日
が
休
日
の
場
合
は
、
直
前
の
休
日
以
外
の
日
の

午
後
３
時
ま
で
）

な
お
、
各
講
習
の
受
講
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

４
問
合
せ
先

⑴
東
京
消
防
庁
火
災
予
防
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
電
話
０３―３２５３―

０１１９）

⑵
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑶
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

５
そ
の
他

受
講
申
請
用
の
書
類
は
、
受
付
場
所
で
配
布
す
る
。

令
和
２
年
度
自
衛
消
防
技
術
試
験
（
追
加
）
の
実
施

に
つ
い
て

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
３７年

東
京
都
条
例
第
６５号

）
第
６２条

の
４

の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
消
防
技
術
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
２
年
７
月
１
日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

安
藤

俊
雄

１
試
験
の
実
施
場
所
及
び
実
施
日

東
京
消
防
庁
消
防
技
術
試
験
講
習
場

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
１４番

４
号

試
験
の
実
施
日

令
和
２
年
７
月

３１日

同
年

８
月

７
日

２８日

２
受
験
申
請
の
受
付
場
所
、
受
付
時
間
及
び
受
付
期
間

⑴
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
受
付
時
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
期
間

各
試
験
日
の
５
日
前
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例

（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
１０号

）
に
定
め
る
休
日
（
以
下

「
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
各
試
験
日
の
受
付
期
間
の
最

終
日
が
休
日
の
場
合
は
、
直
後
の
休
日
以
外
の
日
ま
で
）

な
お
、
各
試
験
の
受
験
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

３
問
合
せ
先

⑴
東
京
消
防
庁
火
災
予
防
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
電
話
０３―３２５３―

０１１９）

⑵
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑶
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

４
そ
の
他

受
験
申
請
用
の
書
類
は
、
受
付
場
所
で
配
布
す
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


